
市
職
員（
看
護
師
）

▼
採
用
人
数　
若
干
名

▼
採
用
予
定
日　

令
和
８
年
４

月
１
日

▼
受
験
資
格
・
条
件　
①
看
護
師

免
許
を
有
す
る（
免
許
取
得
見
込

み
を
含
む
）心
身
と
も
に
健
康
な

方
②
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
方　

国
籍
は
問
わ
な
い
が
、就

業
が
制
限
さ
れ
て
い
る
在
留
資
格

の
方
／
そ
の
他
地
方
公
務
員
法

第
16
条（
欠
格
条
項
）に
該
当
す

る
方

▼
応
募
方
法　

市
立
病
院
管
理

課
に
備
え
付
け
、ま
た
は
市
立
病

院
ホ
ー
ム
ペー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
た
受
験
申
込
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、３
カ
月
以
内
に
撮

影
し
た
写
真
を
貼
り
、次
の
書
類

を
添
え
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
看
護
師
免
許
証
の
写
し　

※

免
許
取
得
見
込
み
の
方
は
成
績

証
明
書
②
卒
業
証
明
書
ま
た
は

卒
業
見
込
証
明
書（
最
終
学
歴
・

未
開
封
）

▼
応
募
期
限　

７
月
11
日
㈮　

午
後
４
時
ま
で（
代
理
提
出
可
、

郵
送
は
当
日
必
着
）

▼
試
験
日
時　

７
月
26
日
㈯　

午
前
９
時

▼
試
験
内
容　
筆
記
試
験（
看
護

師
免
許
を
有
す
る
方
は
小
論
文
、

免
許
取
得
見
込
み
の
方
は一般
的

基
礎
知
識
）、面
接

▼
試
験
会
場　
市
立
病
院

▼
応
募
・
問
合
先　
〠
０
７
４
ー

０
０
０
６　
深
川
市
６
条
６
番
１

号　

市
立
病
院
管
理
課
職
員
経

理
係（
☎
２
２
・
１
１
０
１
）

市
会
計
年
度
任
用
職
員
を�

募
集

▼
募
集
職
種　

保
健
師
・
看
護

師
・
介
護
支
援
専
門
員

▼
募
集
人
数　
１
人

▼
雇
用
期
間　

８
月
１
日
〜
令

和
８
年
３
月
31
日　

※
勤
務
実

績
な
ど
に
よ
り
更
新
あ
り

▼
勤
務
場
所　
高
齢
者
支
援
課

▼
業
務
内
容　

高
齢
者
な
ど
の

総
合
相
談
業
務
お
よ
び
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
業
務
な
ど

▼
応
募
資
格　

普
通
自
動
車
運

転
免
許
を
有
し
、次
の
い
ず
れ
か

の
資
格
を
有
す
る
方　

保
健
師

／
看
護
師
／
介
護
支
援
専
門
員

▼
報
酬
・
手
当
な
ど　
保
健
師
…

月
額
23
万
７
０
０
円
／
看
護
師

…
月
額
22
万
８
７
０
０
円
／
介
護

支
援
専
門
員
…
月
額
22
万
１
９

０
０
円　

※
市
給
与
条
例
に
基

づ
き
期
末
手
当
や
通
勤
手
当
な

ど
を
別
途
支
給
、社
会
保
険
・
雇

用
保
険
に
加
入

▼
勤
務
時
間　

午
前
８
時
45
分

〜
午
後
４
時
30
分　

週
35
時
間

（
祝
日
、年
末
年
始
を
除
く
月
〜

金
曜
日
）

▼
応
募
書
類　
①
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
申
込

書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、３
カ

月
以
内
に
撮
影
し
た
写
真
を
貼

り
、次
の
書
類
を
添
え
て
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
②
保
健
師
、看
護

師
ま
た
は
介
護
支
援
専
門
員
免

許
証
の
写
し
③
自
動
車
運
転
免

許
証
の
写
し

▼
応
募
期
限　

７
月
４
日
㈮　

午
後
５
時
15
分
ま
で（
郵
送
は
当

日
必
着
）

▼
試
験
日　
別
途
応
募
者
に
通
知

▼
試
験
内
容　
面
接

▼
応
募
・
問
合
先　
〠
０
７
４
ー

８
６
５
０　
深
川
市
２
条
17
番
17

号　
高
齢
者
支
援
課
相
談
サ
ー
ビ

ス
係（
⓬
番
窓
口
／
☎
２
６
・
２
６

０
６
）農

業
振
興
委
員
会
委
員

▼
募
集
人
数　
４
人

▼
任
期　
９
月
４
日
〜
令
和
９
年

９
月
３
日（
２
年
間
）

▼
応
募
資
格　

農
業
分
野
に
関

心
の
あ
る
、市
内
に
住
む
20
歳
以

上
の
方

▼
応
募
方
法　

農
政
課
に
備
え

付
け
の
用
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、持
参
ま
た
は
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
応
募
期
限　
７
月
７
日
㈪
ま
で

（
郵
送
は
当
日
必
着
）

▼
選
考
方
法　

選
考
会
議
で
決

定
し
、本
人
に
通
知
し
ま
す
。

▼
応
募
・
問
合
先　
〠
０
７
４
ー

８
６
５
０　
深
川
市
２
条
17
番
17

号　
農
政
課
農
政
係（
㉔
番
窓
口

／
☎
２
６
・
２
２
５
５
）

市
文
化
賞
候
補
者
の�

推
薦
を
受
け
付
け

　

市
の
文
化
振
興
に
特
に
顕
著

な
業
績
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る

個
人
・
団
体
に
文
化
賞
を
授
与
し

ま
す
。
受
賞
者
は
、本
人
の
申
し

出
ま
た
は
第
三
者
の
推
薦
の
あ
っ

た
方
の
中
か
ら
、教
育
委
員
会
が

決
定
し
ま
す
。

▼
賞
の
種
類　

【
文
化
功
労
賞
】市
内
に
10
年
以

上
在
住
ま
た
は
10
年
以
上
主
た

る
事
務
所
を
置
き
、継
続
し
て
健

全
な
文
化
の
発
展
に
貢
献
し
た
個

人（
お
お
む
ね
55
歳
以
上
の
方
）ま

た
は
団
体

【
文
化
奨
励
賞
】健
全
な
文
化
の

発
展
に
大
き
く
寄
与
し
た
、市
内

在
住
の
個
人
ま
た
は
主
た
る
事
務

所
を
置
く
団
体

▼
文
化
の
意
義（
範
囲
）　
こ
の
賞

で
い
う
文
化
と
は
、学
術（
自
然

科
学
、人
文
科
学
）、芸
術（
文
芸
、

美
術
、音
楽
、舞
踏
、演
劇
）、教

育（
学
校
教
育
、社
会
教
育　

※

ス
ポ
ー
ツ
を
除
く
）を
範
囲
と
し

ま
す
。

▼
提
出
方
法　
生
涯
学
習
ス
ポ
ー

ツ
課
に
備
え
付
け
、ま
た
は
市
ホ

ー
ム
ペー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し

た
推
薦
用
紙
に
、必
要
事
項
を
記

入
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
期
限　
９
月
１
日
㈪
ま
で

▼
提
出
・
問
合
先　
生
涯
学
習
ス

ポ
ー
ツ
課
文
化
・ス
ポ
ー
ツ
係（
㉗

番
窓
口
／
☎
２
６
・
２
３
４
３
）

09

健
康
・
福
祉
・
医
療

　

税

・

年

金

　

暮

ら

し

　

教
育
・
仕
事

　

採
用
・
募
集

　



問合先問合先
健康・子ども課健康推進係（健康・子ども課健康推進係（⓫⓫番窓口／☎26-2609）番窓口／☎26-2609）

　下記の日程で献血車「ひまわり号」が来市しますので、みな
さんの協力をお願いします。
▼献血日程（６月）

日 時 場 所
17
日
㈫

10:00～12:00 市役所前
13:20～16:30 〃

18
日
㈬

 9:30～10:30 深川消防署前
11:00～12:00 ＪＡきたそらち本所前
13:30～16:30 市立病院前

19
日
㈭

 9:30～10:30 北海道農業近代化技術研究センター前
11:00～12:00 東ケ丘病院前
13:30～14:30 空知総合振興局深川合同庁舎前
15:00～16:30 北空知信用金庫本店前

献血に協力を

市
ス
ポ
ー
ツ
賞
候
補
者
の�

推
薦
を
受
け
付
け

　
市
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
特
に
顕

著
な
業
績
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ

る
個
人
・
団
体（
チ
ー
ム
）に
ス
ポ

ー
ツ
賞
を
授
与
し
ま
す
。
受
賞
者

は
、ス
ポ
ー
ツ
団
体
ま
た
は
受
賞

候
補
者
の
職
場
な
ど
の
推
薦
の
あ

っ
た
方
の
中
か
ら
、教
育
委
員
会

が
決
定
し
ま
す
。

▼
賞
の
種
類　

【
ス
ポ
ー
ツ
功
労
賞
】市
内
に
10
年

以
上
在
住
ま
た
は
10
年
以
上
主

た
る
事
務
所
を
置
き
、次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
個
人
・
団
体
①

ス
ポ
ー
ツ
の
健
全
な
普
及
進
展
に

顕
著
な
功
績
を
あ
げ
た
個
人
で
、

お
お
む
ね
55
歳
以
上
の
方
②
継

続
し
て
ス
ポ
ー
ツ
の
健
全
な
普
及

進
展
の
た
め
特
に
功
績
の
あ
っ
た

団
体
③
継
続
し
て
個
人
ま
た
は
チ

ー
ム
の
育
成
・
指
導
に
あ
た
り
、各

種
大
会
に
お
い
て
優
秀
な
成
績
を

収
め
る
な
ど
、そ
の
功
績
が
顕
著

な
個
人

【
ス
ポ
ー
ツ
奨
励
賞
】市
内
に
在
住

ま
た
は
市
内
で
活
動
し
、各
種
大

会
で
次
の
成
績
を
収
め
た
個
人
・

団
体（
同一競
技
の
受
賞
は
、個
人

は一度
限
り
、チ
ー
ム
は
そ
の
都
度

対
象
と
な
り
ま
す
）　
①
全
道
大

会
で
優
勝
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず

る
成
績
を
収
め
た
個
人
・
団
体
②

全
国
大
会
で
入
賞
し
た
個
人
・
団

体
③
国
際
大
会
で
優
秀
な
成
績

を
収
め
た
個
人
・
団
体
④
国
際
大

会
・
全
国
大
会
・
地
方
大
会
で
全

道
的
記
録
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る

高
水
準
な
成
績
を
記
録
す
る
な
ど

前
記
①
②
③
と
同
等
の
優
秀
な

成
績
を
収
め
た
個
人
・
団
体　
※

対
象
期
間
は
お
お
む
ね
令
和
６
年

９
月
１
日
㈰
〜
令
和
７
年
８
月
31

日
㈰

▼
提
出
方
法　
生
涯
学
習
ス
ポ
ー

ツ
課
と
総
合
体
育
館
に
備
え
付

け
、ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
推
薦
用
紙

に
、必
要
事
項
を
記
入
し
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
期
限　
９
月
１
日
㈪
ま
で

▼
提
出
・
問
合
先　
生
涯
学
習
ス

ポ
ー
ツ
課
文
化
・ス
ポ
ー
ツ
係（
㉗

番
窓
口
／
☎
２
６
・
２
３
４
３
）

ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員

▼
募
集
人
数　
若
干
名

▼
任
期　
９
月
１
日
〜
令
和
９
年

８
月
31
日（
２
年
間
）

▼
応
募
資
格　

地
域
お
よ
び
全

市
的
に
体
育
・ス
ポ
ー
ツ
の
企
画
・

運
営
・
指
導
が
で
き
る
、市
内
に

住
む
20
歳
以
上
の
方

▼
応
募
方
法　
生
涯
学
習
ス
ポ
ー

ツ
課
に
備
え
付
け
、ま
た
は
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
た
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、持
参
ま
た
は
郵
送
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
応
募
期
限　
６
月
30
日
㈪
ま
で

（
郵
送
は
当
日
必
着
）

▼
選
考
方
法　

選
考
会
議
で
決

定
し
、本
人
に
通
知
し
ま
す
。

▼
応
募
・
問
合
先　
〠
０
７
４
ー

８
６
５
０　

深
川
市
２
条
17
番

17
号　
生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
課
文

化
・ス
ポ
ー
ツ
係（
㉗
番
窓
口
／
☎

２
６
・
２
３
４
３
）

商
工
振
興
委
員
会
委
員

▼
募
集
人
数　
３
人
以
内

▼
任
期　

８
月
11
日
〜
令
和
９

年
８
月
10
日（
２
年
間
）

▼
応
募
資
格　

商
工
業
の
施
策

に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
、市
内

に
住
む
20
歳
以
上
の
方

▼
応
募
方
法　

商
工
労
働
観
光

課
に
備
え
付
け
の
用
紙
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、持
参
ま
た
は
郵
送

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
期
限　
７
月
４
日
㈮
ま
で

（
郵
送
は
当
日
必
着
）　

▼
選
考
方
法　

選
考
会
議
で
決

定
し
、本
人
に
通
知
し
ま
す
。

▼
応
募
・
問
合
先　
〠
０
７
４
ー

８
６
５
０　
深
川
市
２
条
17
番
17

号　

商
工
労
働
観
光
課
商
工
労

政
係（
㉕
番
窓
口
／
☎
２
６
・
２

３
４
３
）

ひ
と
り
親
家
庭
高
等
学
校
卒

業
程
度
認
定
試
験
支
援
事
業

▼
対
象　

高
等
学
校
を
卒
業
し

て
い
な
い（
中
退
含
む
）20
歳
未
満

の
子
を
扶
養
し
て
い
る
母
子
家
庭

の
母
、父
子
家
庭
の
父
お
よ
び
そ

の
20
歳
未
満
の
子

▼
内
容　

民
間
事
業
者
な
ど
が

実
施
す
る
高
等
学
校
卒
業
程
度

認
定
試
験
対
策
講
座
の
受
講
経

費
の一部
を
支
給
し
ま
す
。

▼
申
請
方
法　

講
座
を
受
講
す

る
前
に
対
象
講
座
の
指
定
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、事

前
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
・
問
合
先　

健
康
・
子
ど

も
課
子
育
て
支
援
係（
⓾
番
窓
口

／
☎
２
６
・
２
２
３
７
）

2025ふかがわ夏まつり実行委員会2025ふかがわ夏まつり実行委員会からのからのお知らせお知らせ
　今年のふかがわ夏まつりは、石狩川河川敷を会場とした７月26日㈯の１日開催で、午前11時からのオープン
式を皮切りに、多数のイベントやショーを行うほか、午後７時30分からフィナーレの花火大会を行います。

（詳細は、広報ふかがわ７月号でお知らせします。）

販売・申込先　2025ふかがわ夏まつり実行委員会事務局販売・申込先　2025ふかがわ夏まつり実行委員会事務局
（深川市１条９番19号　深川商工会議所内　☎22-3146）（深川市１条９番19号　深川商工会議所内　☎22-3146）

（土・日を除く午前９時～午後５時）（土・日を除く午前９時～午後５時）

花火大会有料観覧席花火大会有料観覧席
　2025ふかがわ夏まつり花火大会有料観覧席を
100席限定（先着順）で販売します。光と音の芸術
を間近で味わい、臨場感溢れる体験をしてみませ
んか？
　椅子・テーブルを設置しますので、場所取り、準
備が不要になります。
　購入特典として、飲食チケット１枚（1,100円分）
が付きます。
＊申込期間　６月16日㈪～６月30日㈪
＊引渡期間　７月７日㈪～７月11日㈮
＊販売金額　１席（１人）10,000円	 	

（引渡時に支払い）

『メッセージ花火』『メッセージ花火』をを
募集募集しますします‼‼

　2025ふかがわ夏まつりで開催される花火大会で
『メッセージ花火』を打ち上げませんか!?
＊料 金　玉数に関係なく１玉税込22,000円	　	

※玉数に制限はありません。
＊申込期間　６月16日㈪～６月30日㈪		

※申し込み時にメッセージと支払い

　『メッセージ花火』とは、2025年の出来事をメッセ
ージで披露し、その後花火を打ち上げるものです。
【例】
♥「５月に第一子が誕生しました。我が子の健
やかな成長を願います。」
♥「今年創業〇〇周年を迎えました。皆様のご
愛顧に心からお礼申し上げます。」

100席限定100席限定

2025ふかがわ夏まつり応援企画2025ふかがわ夏まつり応援企画

～愛♡ふかがわ　スタンプラリー～～愛♡ふかがわ　スタンプラリー～
　市内飲食業界を盛り上げると同時に、広く市民
のみなさんに2025ふかがわ夏まつりを応援してい
ただくため「愛♡ふかがわ　スタンプラリー」を実
施します。
　市民のみなさんの多くの参加をお願いします。
＊開催期間　６月13日㈮～７月13日㈰
＊抽選日時　７月16日㈬　午後３時
＊パスカード販売期間
　６月２日㈪～７月11日㈮	 	
　※なくなり次第販売終了
＊販売場所・応募投函場所　	 	
深川商工会議所（深川市１条９番19号）

　（土・日を除く午前９時～午後５時）

問合先問合先
深川商工会議所ふかがわまつり特別委員会深川商工会議所ふかがわまつり特別委員会
（深川商工会議所内　☎22-3146）（深川商工会議所内　☎22-3146）

１１ １枚3,000円のパスカードを購入。

２２ 協賛店舗での飲食後、専用のスタンプを押印。
※同一の店舗で複数のスタンプは押せません。

３３
５店舗分のスタンプを集めて、住所・氏名・電話
番号を記入の上、深川商工会議所に設置してい
る応募券投函箱に投函してください。（投函締め
切りは７月14日㈪午後３時）

４４
開催期間終了後直ちに厳正なる抽選の上、当
選者を決定します。※当選者へは後日、主催者
より連絡します。

参加方法参加方法

景品は特賞のエアコン（８畳用）１台（設置費込）のほか、花火大会指定席ペアチケットなど、多数用意！景品は特賞のエアコン（８畳用）１台（設置費込）のほか、花火大会指定席ペアチケットなど、多数用意！
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国民年金保険料の免除制度

問合先　市民生活課保険年金係（6番窓口／☎26-2133）

▼国民年金保険料の免除制度の概要

区 分 対 象
免除の基準となる前年の所得額

（免除を受けようとする月が１月分～
６月分の場合は前々年の所得額）など

年金額への反映

保
険
料
免
除
制
度

全 額 免 除

所得の減少や失業などで保
険料を納付できない方

67万円以下 保険料を納付している
ときの２分の１に減額

４分の３免除 88万円以下 保険料を納付している
ときの８分の５に減額

半 額 免 除 128万円以下 保険料を納付している
ときの４分の３に減額

４分の１免除 168万円以下 保険料を納付している
ときの８分の７に減額

学 生	
納付特例制度

大学生などで所得が少なく現
在保険料を納付できない方

本人の前年の所得が128万円以下の場
合、保険料を後払いすることができます。

年金額には反映され
ません。

保 険 料	
納付猶予制度

20～49歳で、所得が少なく現
在保険料を納付できない方

本人と配偶者の前年の所得が67万円以
下の場合、保険料を後払いすることがで
きます。

年金額には反映され
ません。

※免除の基準となる前年の所得額は、扶養親族などの人数により一定の額が加算されます。

　所得の減少や失業などで国民年金保険料を納めることが困難な場合、前年の所得などに応じて保険料の
全額または一部の納付が申請により免除されます。免除された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入
されますが、年金額を計算する場合は減額されます。
　免除を受けるためには申請による承認が必要で、免除の承認期間は７月分～翌年６月分（学生納付特例は
４月分～翌年３月分）です。申請月から過去２年（２年１カ月前）までさかのぼって申請ができます。
⿓申請に必要なもの（詳しくは問い合わせしてください）
失 業 に よる 場 合zzz雇用保険受給資格者証の写しまたは離職票の写し、年金手帳など
学生納付特例の場合zzz学生証の写しまたは在学証明書の原本、年金手帳など

参
議
院
議
員
通
常
選
挙

　

７
月
に
参
議
院
議
員
通
常
選

挙
を
行
い
ま
す
。
投
票
日
な
ど
、

選
挙
の
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
投
票
時
間
・
場
所　
前
回
選
挙

に
引
き
続
き
、投
票
日
当
日
の
終

了
時
間
を
１
時
間
繰
り
上
げ
、午

前
７
時
か
ら
午
後
７
時（一部
午
後

５
時
）ま
で
と
し
ま
す
。投
票
時
間

と
投
票
場
所
は
、７
月
発
送
予
定

の
入
場
券
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
期
日
前
投
票
の
利
用
を　

投

暮
ら
し
と
仕
事
の
相
談
窓
口

　
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
方
の
生

活
の
安
定
と
自
立
の
た
め
、生
活

の
状
況
に
応
じ
た
必
要
な
支
援
を

一緒
に
考
え
ま
す
の
で
、気
軽
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
支
援
内
容　

相
談
者
の
課
題

の
整
理
や
解
決
に
向
け
た
計
画
の

作
成
、関
係
機
関
訪
問
の
同
行
、

就
労
支
援
な
ど

▼
費
用　
無
料

▼
相
談
・
問
合
先　
社
会
福
祉
課

福
祉
庶
務
係（
8
番
窓
口
／
☎
２

６
・
２
１
４
４
）

票
日
に
投
票
で
き
な
い
方
は
、期

日
前
投
票
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

期
日
前
投
票
所
と
投
票
時
間
は

次
の
と
お
り
で
す
。

【
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー「
デ・アイ
」】

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

【
市
役
所
各
支
所
】午
前
９
時
〜

午
後
５
時

※
各
投
票
所
の
投
票
期
間
と
対

象
区
域
に
つ
い
て
は
、市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
ま
た
は
入
場
券
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、今
回
の
選
挙

か
ら
多
度
志
支
所
に
お
け
る
期
日

前
投
票
期
間
は
木
曜
日
か
ら
土

曜
日
ま
で
の
３
日
間
と
な
り
ま
す
。

▼
不
在
者
投
票　

投
票
日
に
他

市
町
村
在
住
の
方
や
指
定
病
院
・

施
設
な
ど
に
入
院（
所
）中
の
方
は

不
在
者
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。ま
た
、身
体
に
障
が
い
が
あ

る
方
は
在
宅
郵
便
投
票
の
利
用

が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
市

内
・
病
院
・
施
設
以
外
は
郵
送
で

行
う
た
め
投
票
に
日
数
が
か
か
り

ま
す
の
で
、早
め
に
問
い
合
わ
せ
・

請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先　

選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局（
☎
２
６
・
２
３
９
２
）

納
内
老
人
い
こ
い
の
家
を�

廃
止
し
ま
し
た

　

納
内
老
人
い
こ
い
の
家
は
、高

齢
者
相
互
の
親
睦
融
和
を
図
る

施
設
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
ま
し

た
が
、３
月
31
日
を
も
っ
て
廃
止

し
ま
し
た
。

▼
問
合
先　

高
齢
者
支
援
課
介

護
予
防
係（
⓬
番
窓
口
／
☎
２

６
・
２
６
４
４
）

戦
没
者
な
ど
の
遺
族
へ�

特
別
弔
慰
金
を
支
給

　

戦
没
者
な
ど
の
遺
族
に
特
別

弔
慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

▼
支
給
要
件　

令
和
７
年
４
月

１
日（
基
準
日
）現
在
で「
恩
給
法

に
よ
る
公
務
扶
助
料
」や「
戦
傷

病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に

よ
る
遺
族
年
金
」な
ど
を
受
け
る

方（
戦
没
者
な
ど
の
妻
や
父
母
な

ど
）が
い
な
い
こ
と

▼
支
給
対
象
者　

次
の
優
先
順

位
に
基
づ
き
、遺
族
１
人
に
支
給

さ
れ
ま
す
。
⑴
令
和
７
年
４
月
１

日
ま
で
に
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺

族
等
援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金
の
受

給
権
を
取
得
し
た
方
⑵
戦
没
者

な
ど
の
子
⑶
戦
没
者
な
ど
の
①
父

母
②
孫
③
祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹　

※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
、生

計
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
な
ど

の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う

か
に
よ
り
、順
番
が
入
れ
替
わ
り

ま
す
。
⑷
前
記
⑴
〜
⑶
以
外
の
戦

没
者
な
ど
の
三
親
等
内
親
族（
お

い
、め
い
な
ど
）　
※
戦
没
者
な
ど

の
死
亡
当
時
ま
で
引
き
続
き
１
年

以
上
、生
計
関
係
を
有
し
て
い
た

方
に
限
り
ま
す
。

▼
支
給
方
法　

額
面
27
万
５
０

０
０
円
、５
年
償
還
の
記
名
国
債

で
支
給
さ
れ
ま
す
。

▼
請
求
期
限　

令
和
10
年
３
月

31
日
ま
で

▼
請
求
・
問
合
先　
社
会
福
祉
課

福
祉
庶
務
係（
8
番
窓
口
／
☎
２

６
・
２
１
４
４
）

野
生
動
物
に�

餌
を
与
え
な
い
で
く
だ
さ
い

　
キ
ツ
ネ
や
カ
ラ
ス
な
ど
の
野
生

動
物
に
餌
を
与
え
る
と
、そ
の
場

所
に
動
物
が
集
ま
り
、ふ
ん
が
残

さ
れ
た
り
、家
庭
菜
園
が
荒
ら
さ

れ
た
り
す
る
な
ど
、周
辺
の
家
に

迷
惑
が
か
か
り
ま
す
。
良
好
な
生

活
環
境
を
維
持
す
る
た
め
、理
解

と
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
先　

市
民
生
活
課
環
境

衛
生
係（
7
番
窓
口
／
☎
２
６
・

２
４
４
４
）

お手元のお手元の健康保険証健康保険証のの有効期限有効期限をを確認してください確認してください
　７月31日以降順次、健康保険証は使えなくなります。
　マイナ保険証または資格確認書で医療機関・薬局にて受け付けをしてください。

問合先　市民生活課保険年金係（問合先　市民生活課保険年金係（66番窓口／☎26-2216）番窓口／☎26-2216）

マイナ保険証の
利用を希望の方

❖利用登録済みの場合…そのまま医療機関などで利用してください。
❖未 登 録 の 場 合…医療機関などにある顔認証付きカードリー

ダーで利用登録ができます。　	 	
※マイナポータルなどでも登録できます。

マイナ保険証をマイナ保険証を
お持ちでない方お持ちでない方

　
　お手元の健康保険証の有効期限前に資格確認書が交付されます。
詳しくは、加入している保険者に問い合わせしてください。

マイナ保険証のマイナ保険証の
利用が困難な方利用が困難な方

　高齢の方や障がいをお持ちの方など、マイナ保険証での受け付け
が困難な方は、加入している保険者に申請すると資格確認書が交付
されます。
※後期高齢者医療制度に加入している方は、令和８年７月まで、マイ
ナ保険証の有無にかかわらず、申請しなくても資格確認書が交付
されます。
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拓
殖
大
学
北
海
道
短
期
大
学

図
書
館
を
地
域
開
放

▼
開
館
時
間　

月
曜
日
か
ら
金

曜
日
…
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

▼
館
外
貸
し
出
し　

※
高
校
生

以
上
の
方
に
限
定

【
普
通
貸
し
出
し
】貸
出
期
間
は
２

週
間
、１
人
５
冊
ま
で
で
す（
貸
し

出
し
に
制
限
の
あ
る
本
は
、館
外

貸
し
出
し
は
で
き
ま
せ
ん
）。

【
特
別
貸
し
出
し
】夏
季
・
冬
季
休

暇
前
に
特
別
貸
し
出
し
を
行
い
ま

す
。
特
別
貸
し
出
し
の
内
容
と
実

施
日
は
、７
月
中
旬
と
12
月
中
旬

に
電
話
や
電
子
メ
ー
ル
な
ど
で
問

い
合
わ
せ
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
貸
し
出
し
の
継
続　

返
却
期

限
以
降
も
貸
し
出
し
を
希
望
す
る

場
合
は
、本
学
に
借
り
た
本
を
持

参
し
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
利
用
方
法　

事
前
に
電
話
な

ど
で
問
い
合
わ
せ
の
上
、カ
ウ
ン

タ
ー
で「
学
外
者
図
書
館
利
用
申

込
書
」に
必
要
事
項
を
記
入
し
申

し
込
み
し
て
く
だ
さ
い
。
申
し
込

み
の
際
に
は
、現
住
所
を
確
認
で

き
る
も
の（
運
転
免
許
証
・マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）と
印
鑑
が
必

要
で
す
。

▼
問
合
先　

拓
殖
大
学
北
海
道

短
期
大
学
図
書
館（
☎
２
３
・
４

１
１
１
／
電
子
メ
ー
ル　

toshok
an@

takushoku-hc.ac.jp

）

６
月
は�

「
外
国
人
雇
用
啓
発
月
間
」

　

外
国
人
労
働
者
の
就
労
実
態

は
、社
会
保
険
が
未
加
入
で
あ
っ

た
り
、適
正
な
労
働
条
件
が
確
保

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
な
ど
の
問

題
が
散
見
さ
れ
ま
す
。こ
の
よ
う

な
状
況
を
踏
ま
え
、外
国
人
を
雇

い
入
れ
る
場
合
に
は
、次
の
３
点

を
確
認
し
適
正
な
雇
用
に
努
め
て

く
だ
さ
い
。
①
就
労
が
認
め
ら
れ

る
在
留
資
格
で
あ
る
こ
と
。
②
雇

い
入
れ
・
離
職
の
際
は
、そ
れ
ぞ
れ

の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
届
け
出
を
す

る
こ
と
。
③
労
働
保
険
・
社
会
保

険
な
ど
へ
加
入
す
る
な
ど
、適
正

な
雇
用
管
理
を
行
う
こ
と
。

▼
問
合
先　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
深
川

（
☎
２
３
・
２
１
４
８
）／
滝
川
労

働
基
準
監
督
署（
☎
０
１
２
５
・

２
４
・
７
３
６
１
）

小
・
中
学
校
用�

教
科
書
展
示
会

▼
日
時　

６
月
12
日
㈭
〜
27
日

㈮　
午
前
９
時
〜
午
後
９
時（
休

館
日
を
除
く
）

▼
場
所　
生
き
が
い
文
化
セ
ン
タ
ー

▼
問
合
先　

学
務
課
学
校
教
育

係（
㉘
番
窓
口
／
☎
２
６
・
２
３

３
２
）ス

ポ
ー
ツ
指
導
者�

資
格
取
得
助
成
金
の
活
用
を

　
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
必
要
な
指
導

者
資
格
な
ど
の
取
得
に
か
か
る
経

費
の一部
を
助
成
し
ま
す
。

▼
助
成
対
象　
次
の
全
て
に
該
当

す
る
方
①
市
内
に
住
み
、令
和
７

年
度
に
対
象
資
格
を
取
得（
合
格
）

し
た
方
②
市
内
ス
ポ
ー
ツ
団
体
に

所
属
し
、所
属
団
体
か
ら
推
薦
を

受
け
た
方
③
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委

員
と
し
て
活
動
し
、市
の
ス
ポ
ー
ツ

関
連
事
業
な
ど
に
協
力
で
き
る
方

▼
助
成
金
額　
受
講
経
費
お
よ
び

資
格
取
得
に
係
る
経
費
の
２
分
の

１
以
内（
１
０
０
０
円
未
満
は
切

り
捨
て
、上
限
２
万
５
０
０
０
円
）

▼
申
請
方
法　
生
涯
学
習
ス
ポ
ー

ツ
課
に
備
え
付
け
、ま
た
は
市
ホ

ー
ム
ペー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し

た
交
付
申
請
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
そ
の
他　
助
成
の
対
象
と
な
る

資
格
、助
成
回
数
な
ど
詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限　

令
和
８
年
３
月

31
日
㈫（
先
着
順
、予
算
が
な
く

な
り
し
だ
い
終
了
）

▼
申
請
・
問
合
先　
生
涯
学
習
ス

ポ
ー
ツ
課
文
化
・ス
ポ
ー
ツ
係（
㉗

番
窓
口
／
☎
２
６
・
２
３
４
３
）

出
張
特
別
試
験

　

労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く

各
種
免
許
試
験
の
う
ち
、旭
川
地

区
の
学
科
試
験
を
次
の
と
お
り
実

施
し
ま
す
。

▼
試
験
の
種
類　
一級
ボ
イ
ラ
ー

技
士
、二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
、第一

種
衛
生
管
理
者
、第
二
種
衛
生
管

理
者

▼
試
験
日　
９
月
６
日
㈯

▼
試
験
会
場　

旭
川
勤
労
者
福

祉
会
館
、旭
川
市
と
き
わ
市
民
ホ

ー
ル

▼
試
験
手
数
料　
８
８
０
０
円

▼
受
付
期
間　

７
月
７
日
㈪
〜

18
日
㈮

▼
そ
の
他　
受
験
資
格
や
申
し
込

み
方
法
な
ど
、詳
し
く
は
問
い
合

わ
せ
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
・
問
合
先　
旭
川
地
方
労

働
基
準
協
会（
☎
０
１
６
６
・
２

２
・
８
６
２
１
）

ペ
ッ
ト
は
最
後
ま
で�

責
任
を
持
っ
て
飼
い
ま
し
ょ
う

　
ペ
ッ
ト
は
人
間
の
心
を
癒
や
す

存
在
と
し
て
多
く
の
方
に
飼
わ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
一方
で
、

心
な
い一部
の
無
責
任
な
飼
い
主

に
よ
る
犬
・
猫
の
放
し
飼
い
、野
良

猫
へ
の
餌
や
り
な
ど
の
苦
情
や
ト

ラ
ブ
ル
が
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。

犬
と
の
散
歩
中
は
引
き
綱
を
使
用

し
、通
行
人
な
ど
に
危
害
を
与
え

な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、犬
が

公
園
・
道
路
な
ど
で
し
た
ふ
ん
は

必
ず
片
付
け
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、

近
年
で
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
や
病

気
に
な
っ
た
ペ
ッ
ト
を
捨
て
る
方

が
い
ま
す
。こ
れ
ら
の
行
為
は
、動

物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法

律
に
よ
り
、愛
護
動
物
を
捨
て
た

場
合
は
１
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は

１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
、み
だ

り
に
殺
し
た
り
傷
つ
け
た
り
し
た

場
合
は
５
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は

５
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
が
科
せ

ら
れ
ま
す
。ペ
ッ
ト
は
、他
人
に
迷

惑
を
掛
け
な
い
よ
う
に
最
後
ま
で

責
任
を
持
っ
て
飼
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先　

市
民
生
活
課
環
境

衛
生
係（
7
番
窓
口
／
☎
２
６
・

２
４
４
４
）

後期高齢者医療制度の令和７年度保険料
保険料の計算方法（令和７年度）

　保険料額は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。

均等割均等割
【１人当たりの額】【１人当たりの額】

52,953円52,953円
＋＋

所得割所得割
【被保険者本人の所得に応じた額】【被保険者本人の所得に応じた額】

（令和６年中の所得－43万円）×11.79％（令和６年中の所得－43万円）×11.79％
＝＝

１年間の保険料１年間の保険料
※限度額80万円※限度額80万円

（100円未満切り捨て）（100円未満切り捨て）
※令和７年度の保険料額は、保険料決定通知書により７月に個別にお知らせします。
※年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割りで計算します。

問合先 北海道後期高齢者医療広域連合（☎011-290-5601）
市民生活課保険年金係（6番窓口／☎26-2133）

上下水道料金の滞納対策を強化しています上下水道料金の滞納対策を強化しています
（給水停止を実施します）（給水停止を実施します）

問合先　上下水道課業務係（㉑番窓口／☎26-2365）問合先　上下水道課業務係（㉑番窓口／☎26-2365）

　水道および下水道事業は、みなさんが納めた水道料金な
どで運営しています。しかし、水道料金などの滞納が発生す
ると、使用者間で公平性を欠くだけでなく、各事業の経営
が圧迫され、運営に多大な支障をきたすことになります。
　このため、水道および下水道事業では、使用者の負担の
公平性を確保するために、水道料金などの滞納対策を強化
しており、滞納の状況によっては、給水の停止を実施してお
ります。
　なお、納付が困難な事情がある場合や滞納の納付方法に
ついては、下記の問い合わせ先へ相談してください。

滞納処分等の実績
（令和６年度）

◉給水停止執行	 27件

◀
給
水
停
止
の
様
子

掲載スペース・料金（消費税込み）
１種（47㎜×184㎜）…27,500円
２種（47㎜× 92㎜）…13,750円
申込方法
　秘書課秘書広報係に電話で申し込みしてくだ
さい。担当の広告業者を案内します。
申込・問合先　秘書課秘書広報係（☎26-2216）

　「広報ふかがわ」は、毎月市内の全ての家庭にお届
けしている情報紙です。
　この全戸配布の特性を生かして「広報ふかがわ」
に、あなたの会社のＰＲ広告を掲載してみませんか。
　市内の商工業などの活性化にお役立てください。

広報広報にに広告広告をを掲載しませんか掲載しませんか

1415

採
用
・
募
集

税

・

年

金

教
育
・
仕
事

採
用
・
募
集

　

健
康
・
福
祉
・
医
療

　

税

・

年

金

　

教
育
・
仕
事

　

暮

ら

し

　
暮

ら

し

健
康
・
福
祉
・
医
療



あなたを求めています� ハローワーク深川・求人情報
職種 事務 販売・	

営業 製造 運転 医療 社会	
福祉 建設 サービス

件数 30 25 33 35 56 57 68 47

☆このほかにも求人がありますので、来所の上相談してください。
☆問合先 ハローワーク深川（☎23-2148）
☆ハローワークインターネットサービス	 	
https://www.hellowork.mhlw.go.jp

危
険
物
取
扱
者
試
験
・�

消
防
設
備
士
試
験

【
危
険
物
取
扱
者
試
験
】

▼
種
類　

甲
種
・
乙
種（
第
１
類

〜
第
６
類
）、丙
種

▼
試
験
手
数
料　

甲
種
…
７
２

０
０
円
／
乙
種
…
５
３
０
０
円
／

丙
種
…
４
２
０
０
円

【
消
防
設
備
士
試
験
】

▼
種
類　

甲
種
特
類
、甲
種（
第

１
類
〜
第
５
類
）・
乙
種（
第
１
類

〜
第
７
類
）

▼
試
験
手
数
料　

甲
種
…
６
６

０
０
円　
乙
種
…
４
４
０
０
円

【
共
通
事
項
】

▼
試
験
日　
７
月
27
日
㈰

▼
試
験
地　
旭
川
市
ほ
か

▼
受
付
期
間　

６
月
12
日
㈭
〜

19
日
㈭

▼
受
験
願
書
提
出
先　
〠
０
６
０

ー
８
６
０
３　
札
幌
市
中
央
区
北

５
条
西
６
丁
目
２
ー
２　
札
幌
セ

ン
タ
ー
ビ
ル
12
階　
一般
財
団
法

人
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー（
☎

０
１
１
・
２
０
５
・
５
３
７
１
）

▼
そ
の
他　

受
験
願
書
は
、
深

川
消
防
署
予
防
課
予
防
係
に
あ

り
ま
す
。
ま
た
、電
子
申
請
の
場

合
は
同
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（https://www.shoubo-

shiken.or.jp

）か
ら
申
し
込
み
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先　

消
防
署
予
防
課
予

防
係（
☎
２
２
・
２
８
１
４
）

狩
猟
試
験
予
備
講
習

▼
日
時　

８
月
17
日
㈰　

午
前

９
時
〜
午
後
４
時
30
分

▼
場
所　
岩
見
沢
市
民
会
館「
ま

な
み
〜
る
」（
岩
見
沢
市
９
条
西
４

丁
目
）

▼
受
講
料　
第
１
種
、第
２
種
…

１
万
２
５
０
０
円（
テ
キ
ス
ト
代
を

含
む
）／
網
ま
た
は
わ
な
…
９
０

０
０
円
／
第
１
種
ま
た
は
第
２
種

と
同
時
に
網
ま
た
は
わ
な
を
受
講

す
る
場
合
…
１
万
５
０
０
０
円

▼
申
込
期
限　
８
月
12
日
㈫
ま
で

▼
そ
の
他　
予
備
講
習
の
申
し
込

み
前
に
狩
猟
試
験
の
申
し
込
み
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。
本
年
度
の
狩

猟
試
験
は
、次
の
と
お
り
行
わ
れ

ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
し

て
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】８
月
24
日
㈰　
午
前
９
時

【
場
所
】空
知
総
合
振
興
局（
岩
見

沢
市
８
条
西
５
丁
目
）

▼
申
込
・
問
合
先　
空
知
猟
政
協

議
会（
☎
N
０
１
２
６
・
２
４
・
１

１
１
１
／
火
・
木
曜
日
の
み
／
午

前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分
）

危
険
物
取
扱
者
試
験�

準
備
講
習

▼
期
日
・
場
所　
６
月
24
日
㈫
・

25
日
㈬（
旭
川
市
）／
７
月
７
日

㈪
〜
10
日
㈭（
滝
川
市
）

▼
種
類　

乙
種
第
４
類
お
よ
び

丙
種

▼
受
講
料　

各
地
区
危
険
物
安

全
協
会
会
員
・
学
生
…
８
０
０
０

円
／
非
会
員
…
１
万
２
０
０
０
円　

※
受
講
テ
キ
ス
ト
・
例
題
集
代
は

別
途
負
担

▼
申
込
期
限　

各
講
習
日
の
10

日
前
ま
で

▼
申
込
先　
〠
０
６
０
ー
０
０
０

４　

札
幌
市
中
央
区
北
４
条
西

６
丁
目
１
番
地　

毎
日
札
幌
会

館
９
階　
一般
社
団
法
人
北
海
道

危
険
物
安
全
協
会
連
合
会（
☎
０

１
１
・
２
０
５
・
５
０
８
８
）

▼
そ
の
他　
受
講
申
込
書
は
、消

防
署
予
防
課
に
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
同
連
合
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w.hokkiren.jp/

）

を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先　

消
防
署
予
防
課
予

防
係（
☎
２
２
・
２
８
１
４
）

空き家・空き地バンク
詳しい情報は市ホームページ、または建築住宅課建築係で閲覧できます。

物件	 地区 深川・一已 納内 音江 多度志
賃
貸

アパートほか 90件 0件 3件 0件
戸建て住宅 6件 1件 3件 0件
土地 1件 0件 0件 0件

売
買

アパートほか 1件 0件 0件 0件
戸建て住宅 10件 3件 3件 3件
土地 45件 11件 14件 3件

●登録・問合先　建築住宅課建築係（㉒番窓口/☎26-2323/N22-
8134）　※空き家・空き地登録申請は、随時受け付けています。

税
務
職
員
を
募
集

▼
受
験
資
格　

４
月
１
日
現
在

で
、高
等
学
校
か
中
等
教
育
学
校

を
卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
３
年
を
経
過
し
て
い
な
い
方
、

ま
た
は
、令
和
８
年
３
月
ま
で
に

高
等
学
校
か
中
等
教
育
学
校
を

卒
業
す
る
見
込
み
の
方

▼
第
１
次
試
験　

９
月
７
日
㈰

▼
第
２
次
試
験　

10
月
15
日
㈬

〜
24
日
㈮　
※
い
ず
れ
か
１
日

▼
応
募
方
法　

人
事
院
国
家
公

務
員
採
用
試
験
の
ペ
ー
ジ（htt

ps://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.htm

l

）か
ら
応
募
す
る
か
、

受
験
を
希
望
す
る
第一次
試
験
地

を
所
管
す
る
国
税
局
に
問
い
合
わ

せ
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
期
間　
６
月
13
日
㈮　
午

前
９
時
〜
25
日
㈬（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
は
当
日
受
信
有
効
）

▼
問
合
先　

札
幌
国
税
局
人
事

第
２
課
採
用
担
当（
☎
０
１
１
・

２
３
１
・
５
０
１
１
）／
深
川
税
務

署
総
務
課（
☎
３
７
・
１
０
７
９
）

ご存知ですか？行政相談委員
　行政相談委員は、みなさんの身近な相談相手として、社会福祉や医療保険、道路・交通、各種申
請・手続きなど、さまざまな分野にわたり、国の行政機関や特殊法人などの業務について、相談者へ
の助言や関係機関に対する通知などを行っています。
　困ったときは、一人で悩まずに相談してください。
【相談例】
困りごとがあるが、どこに相談してよいか分からない
勤務している会社が健康保険に未加入なので、加入するようにしてほしい

問合先　秘書課秘書広報係（☎26-2216）

　市には、通義美さん（☎22-3993）と飯島町子さん（☎22-7233）の２人の行政相談委員が
総務大臣から委嘱されています。
　相談事項がある場合は、相談委員の自宅に連絡するか、次の定例行政相談所で相談に
応じています。秘密は固く守りますので気軽に相談してください。
【定例行政相談所】
開設日時　毎月第１金曜日の午前10時～正午	 	

（祝日などの場合は第２金曜日）
場 所　中央公民館　	 	

※	開設日は本紙「各種相談コーナー」に掲載しています。

市内の行政相談委員

　市長が市民のみなさんの意見や思いを直
接伺う場として「市長タウンミーティング」を
開催します。
　「こんなまちづくりがしたい」「まちの将来
にはこんなことが必要では」など、市政につ
いて話し合いませんか？
　多くのみなさんの参加をお待ちしています。

問合先
秘書課秘書広報係（☎26-2216）

「市長タウンミーティング」を開催します
テーマ　市長と語ろう！まちの未来〜「住み続けたいまちづくり」〜

▼市長タウンミーティング日程
日 時 場 所

６月27日㈮ 午後６時30分～８時 市役所
６月28日㈯ 午後１時30分～３時 経済センター
※事前の申し込みは不要です。都合の良い会場へ直接お
越しください。
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水道給水装置の適正な管理を
水道給水装置とは？水道給水装置とは？

　道路に埋設してある水道本管から、住宅などに引き込
む給水管と、これに直結する止水栓、水道メーター、水
抜栓、蛇口などをまとめて「水道給水装置」と呼びます。
※水道メーターは、地下に設置する本体と建物の壁な
どに取り付ける受信機、本体と受信機をつなぐコー
ドで構成されています。

水道給水装置の維持管理・修繕は？水道給水装置の維持管理・修繕は？
　水道給水装置は、所有者（使用者）の負担で設置す
るもので、個人の財産です。そのため、水道給水装置
の破損や老朽化による修繕、水道メーター用ボックス
の破損などの修繕に要する費用は、所有者（使用者）の
負担となります。なお、修繕については、市が指定した
水道給水装置工事事業者㊟でなければ取り扱いできま
せん。水道給水装置は、所有者（使用者）による適切な
維持管理をお願いします。
※水道メーター本体は、市が貸し出していますので、漏
水や故障があった場合は市が負担し修繕します。

※止水栓（水道メ－ター用ボックス内）は、市が指定し
た水道給水装置工事事業者㊟が市の許可を得た上
でなければ操作できません。室内や散水栓付近にあ
る水抜栓とは違いますので、注意してください。

宅地内で漏水していませんか？宅地内で漏水していませんか？
　水道を使っていない状態で、受信機が動いている場
合は漏水の可能性があります。市が指定した水道給水
装置工事事業者㊟へ直接依頼して修繕してください。ま
た、宅地内で漏水を発見した場合は、上下水道課へ連
絡をお願いします。

水道メーター用ボックスの管理を水道メーター用ボックスの管理を
　水道メーター用ボックスのふた
は、年月が経つうちに割れてしま
うことがあり、ふたがきちんと閉
まっていない状態で上に乗ると、
ふたが外れけがをする恐れがあり
ます。また、冬期間の凍上などに
より、水道メーター用ボックスが地上部分に飛び出し、つ
まずいたり、除雪の支障となったりします。
　水道メーター用ボックスの高さ調整や修繕は、市が指
定した水道給水装置工事事業者㊟へ連絡し、所有者（使
用者）の負担で行ってください。
※水道メーター用ボックスの上には灯油タンクなどの構
造物を設置しないでください。水道メーターの交換や
修繕のときに支障になります。

水道メーターの定期的な取り替え水道メーターの定期的な取り替え
　水道メーターは８年ごとに取り替えることが、法律で義
務付けられています。市が貸し出している水道メーターの
うち、今年度に取り替えるものは、所有者（使用者）に事前
にお知らせを配布します。なお、取り替え工事の際には、
立ち合いの必要はありませんが、敷地内に立ち入っての
作業となりますので協力をお願いします。水道メーターの
取り替えには費用はかかりませんが、水道メーター以外
の水道給水装置に異常が見つかった場合の修繕費用は、
所有者（使用者）の負担となります。
※個人で設置している水道メーターについても、上下水
道料金の計算に使用している場合は、８年ごとに取り
替えが必要ですので、忘れずに取り替えてください。
㊟市が指定した水道給水装置工事事業者は、水道使用
水量などをお知らせする毎月の検針票（青い文字の紙）
の裏面に記載しています。

問合先　上下水道課工務係（問合先　上下水道課工務係（㉑㉑番窓口／☎26-2373）番窓口／☎26-2373）

北空知広域水道企業団からのお知らせ北空知広域水道企業団からのお知らせ
　北空知広域水道企業団は、本市、沼田町、秩父別町、北竜町、妹背牛町に水道用水を供給する一部事務組合です。
　企業団では毎年、条例に基づき財政の状況を公表しています。今回は、令和６年度の事業と経理の概要、令和７年
度の事業計画と予算の概要についてお知らせします。

令和６年度の事業と経理の概要
　令和６年度の年間水道用水供給実績は2,893,872㎥（１
日平均7,928㎥）となり、前年度と比較して101,753㎥（１日
平均257㎥）減少しました。

▼令和６年度水道用水供給事業会計試算表
借 方 貸 方

勘定科目 金 額 勘定科目 金 額
固定資産 59億8,856万円 固定負債 9億5,901万円
流動資産 4億4,909万円 流動負債 8,858万円

資 本 金 39億4,722万円
剰 余 金 1億1,599万円
繰延収益 13億2,685万円

計 64億3,765万円 計 64億3,765万円
営業費用 4億7,270万円 営業収益 3億7,532万円
うち減価	
償 却 費（2億8,040万円）営 業 外

収 益 6,532万円
営 業 外
費 用 597万円

特別損失 153万円 当 年 度
純 損 失 3,956万円

合 計 69億1,785万円 合 計 69億1,785万円

令和７年度の事業計画と予算の概要
　令和７年度の年間予定供給量は、2,790,000㎥（１日平
均7,644㎥）とし、施設運転・保守管理を中心とした収益
的収支と施設・設備の更新を中心とした資本的収支の
予算額は下表のとおりです。
▼令和７年度水道用水供給事業会計予算表

	 区分	科目 収益的収支 資本的収支

収 入 4億7,446万円 5億1,825万円
支 出 5億5,573万円 6億51万円
差 引 ▲8,127万円 ▲8,226万円

※収益的収支の収入額が支出額に不足する8,127万円
は、剰余金で補塡（ほてん）します。また、資本的収支
の収入額が支出額に不足する額8,226万円は、損益勘
定留保資金などで補塡します。

問合先問合先
北空知広域水道企業団北空知広域水道企業団

（☎35-1878／（☎35-1878／NN35-2782）35-2782）
//http://www.kitasorasui.or.jp/http://www.kitasorasui.or.jp/
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起業支援・店舗改装等助成事業
⒈起業支援助成（旧空き地空き店舗活用事業助成制度）

　市街地商店街の空き地や空き店舗を活用して集客施設を設置、または商業用店舗を開設した方に費用の一部を助
成します（先着順、予算がなくなりしだい終了）。

対象区域 まちなか居住推進エリア㊟と本市における都市計画法に基づく近隣商業地域の重なる区域内
対象となる土地・建物かつて営業などの事業に使用されていた土地や建物で、利用されていない期間が６カ月以上

経過しているもの

事
業
区
分

集客施設整備事業
商店街振興組合などが集客施設を整備し活用する事業で、１年以上継続するもの
集客施設…展覧会場、イベントスペース、チャレンジショップコーナーなどの集客力向上のた

めの施設

店舗開設事業

新たに店舗を開設する事業であって、１年以上継続して営業活動を行うもの
対象者……中小企業者、個人および市街地商店街の振興などに寄与すると認められる公益

法人、社会福祉法人、NPO法人などの法人または団体
対象業種…小売業、宿泊業、飲食サービス業など	 	

※ただし、酒場、ビアホール、バー、キャバレー、ナイトクラブなどは除く

助
成
の
内
容

施設等賃借料助成
営業のために借りた土地または建物の賃借料の５分の２以内
期間………開店後３年間
助成額……集客施設整備事業　120万円以内／店舗開設事業　年間72万円以内（２年目

の助成額は１年目の３分の２以内、３年目は１年目の３分の１以内）

改装費等助成

建物の改装などに要した経費のうち、営業のために要した経費の５分の２以内
助成額……集客施設整備事業　200万円以内／店舗開設事業　150万円以内
改装など	…新築、増改築、改装、設備などの工事および空き店舗の取得
条件………①改装などの工事費合計が100万円（店舗開設事業は30万円）を超えること②市

内業者で施工されるもの③複数業者からの工事見積書の写しを添付すること
④深川地方中小企業相談所による事業計画内容に対する意見書を添付するこ
と⑤令和７年３月31日㈪までに工事が完了すること

※対象区域や業種については、上記以外でも助成対象となる場合がありますので、問い合わせしてください。なお、次
の場合は助成対象となりません。①助成対象者が空き地・空き店舗の所有者と生計を一にしている場合、または２
親等以内の親族の場合②当該所有者が助成事業者である法人または団体の役員である場合③店舗を閉鎖した時
点の経営者と同一の経営者が再度その店舗を活用した場合④市税の滞納がある場合⑤市内で移転した場合

㊟まちなか居住推進エリア…１～７条のうち６番～11番の区域

⒉店舗改装等助成（旧店舗リフォーム助成制度）
　商工業の振興を促進するとともに、地域経済の活性
化を図るため、店舗改装に要した費用の一部を助成し
ます（先着順、予算がなくなりしだい終了）。
◉申 請 期 限　９月30日㈫まで
◉工 事 期 限　令和８年１月30日㈮までに完成する見

込みの店舗
◉対 象 区 域　市全域
◉助 成 要 件　
対象工事費（消費税を除く）が30万円を超えること
店舗の所有者または賃借人で、市内で事業を営む
個人または市内に本店が登記してある法人

１年以上市内で事業を営んでいること
市内業者で施工される店舗（未着手のもの）
工事の種類
①店舗の内外装などの店舗に係るリフォーム
②店舗と併せて行う併用部分の外装リフォーム

◉助 成 内 容　
助成額…30万円以内
※工事費（消費税を除く）の３分の１を限度とする。

◉工事推奨例　
　休憩場所や授乳室の設置、トイレの改修など高齢者
や子育て中の方へ配慮した改装
※次の場合は助成対象となりません。
①起業支援・店舗改装等助成要網（旧空き地空き店舗
活用事業助成・旧店舗リフォーム助成要綱を含む）、
住宅持家促進助成要綱、住宅バリアフリー改修助成
要綱、住宅リフォーム助成要綱、感染予防対策店舗リ
フォーム促進助成金交付要綱、緊急経済対策住宅リ
フォーム助成要綱の規定により過去５年間に助成金
の交付を受けている場合

②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律の第２条第１項および第５項に規定する営業を行
う店舗

③市税の滞納がある場合

問合先　商工労働観光課商工労政係（㉕番窓口／☎26-2264）
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